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豚熱予防液注射⼿数料の⽀払い⽅法が２０２２年６月１日（水）から、 

「ひと月分をまとめて翌月払い」、「⾦融機関窓口でのお支払い」に変わります。 

６月１日以降、豚熱予防液注射⼿数料に愛知県証紙は使用できなくなります 

豚熱予防液注射手数料が後払いに変わります 

○変更後の手数料の支払い方法 

・接種した月の翌月に一月分をまとめて愛知県農業水産局畜産課から申請者様のご

自宅等（法人の場合は法人住所）に納入通知書が送付されます。 

・翌月末までに、指定金融機関の窓口でお支払いをお願いいたします。 

・例：6 月接種分の手数料は、7 月中旬に届く納入通知書により、7 月末までに支払う。 

お問い合わせ先 

愛知県東部家畜保健衛生所 防疫第二・第三グループ 

住所：豊橋市西幸町字古並５１－１ 

電話：0532（４５）１１４１   ★時間外緊急：090-8555-9041  090-1725-6037 

農 家 

 

①申請 

 

④納入通知書（月に１度） 

②ワクチン接種 
 実施書交付※ 

家畜保健衛生所 

畜産課 

③頭数・金額の報告 
 

⑤金融機関窓口で支払い 
 

ワクチン接種の流れ 

※実施書は接種頭数等を確認する場合に  
 必要となりますので、手数料の支払い 
 までは保管をお願いします。 



令和 4 年６月 1 日 

○愛知県証紙の現金還付について 

 未使用で汚染等のない愛知県証紙は、払い戻しすることができます。還付は口座

振替とさせていただきますので、請求者ご本人の銀行口座のわかるものを現金還付

受付場所にお持ちください。※家畜保健衛生所では受付していません。 

 還付については、以下の各受付場所にお問い合わせいただきますようお願いいた

します。 

 


